
法テラスにいて考えたこと（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

いま、法テラス埼玉の副所長の任にあります。主に法律扶助が担当です。この仕事をしていると、まだまだ弁護士などの法律家が社会の需
要に応えきれていないことを知ります。確かに弁護士人口は増大の一途で、新人弁護士の就職難は、社会問題のひとつとも言えるのですが、
たとえば、昨年の法律扶助の利用件数。埼玉県内で法律扶助制度を利用して弁護士等に委任をした件数が4500件。これに対し、神奈川
県では7100件。人口は神奈川の900万に対し埼玉は710万ですが、人口差では説明できない大きな扶助件数差があります。埼玉の
方が平和だというのであれば、よいのですが、たぶんそうではなく、弁護士の数による差ではないか、と考えられます。神奈川には埼玉の
倍の数の弁護士がいるのです。僅か１つの指標で断定的な事を語るわけではないのですが、もしかしたら神奈川に比べて埼玉では、法的救
済が必要なケースでも弁護士に行き着いていない事がたくさんあるのではないか、と想像されます。

体に痛みを感じれば、何科かはともかくお医者さんを訪ねます。ですが、困りごとを感じたとき、いったいどこを訪ねたらよいのかが分か
りません。弁護士は法律問題の解決のプロですが、これが法律問題なのかどうなのか、の判断は、ある種専門的です。困っている人の側で
判断しなければ弁護士のもとにすら行き着かないという社会は、まだまだ人に優しい社会とは言えません。

当事務所では、法律の問題かどうかに関わらず、どんな相談でもお寄せいただき、利用者目線で大勢の弁護士・スタッフの知恵を結集し、
適切な解決への糸口へご案内できるように考えています。それが事務所始まって以来の当事務所の基本的スタンスなのですから。

橋下市長を叱る（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

恥を承知で相当口はばったいことを書きます。

何でも序列をつけたがるこの世のなかで、私はなるべく順位にこだわらず、1番になることはむしろ望まずに生きてきたように思います。
決して人を追い抜かず出し抜かず、おもねらず、地位や役職を求めず、財力を競わず（欲しいけど）、競争することを好まず、しかし、オ
リジナリティを大切にし、人にはまねのできないオンリーワンの知恵を産み出して仕事をすることにはとても強くこだわってきました。

その結果ある程度の役職も任せてもらえましたが、私にとっては地位は決して目標などではありません。無論、いつでも全てがというわけ
にはいかず、無難に始末する、ということも数多くありましたが、「自分の意味がない」、といやな気持ちになります。

私は、普段はあまり押し出しの強い人間ではありません。
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ですが、自分の頭で考え抜いたオリジナリティこそが大事と考え、結果、それなりに誇れる仕事や活動ができてきたように思います。
「ナンバーワンよりオンリーワン」は、既に言い古されたフレーズですが、結果が何よりも重要でありつつ、こういうあり方が許される弁
護士の世界に生きていられることに誇りと幸せを感じます。

大阪市長の橋下さん。あなたも弁護士だし誰よりもご自身が個性的だから、その意味は分かりますよね？ですが、学校や教師を競わせたり、
幅の狭い思想の中に閉じこめようとしてみたり・・・。
この社会に生きる人々の多くは我々と違っていつでも自分の個性を出しながら生きていけるわけではない。そういう人々をさらに狭い世界
に押し込めて、小さな物差しを当てて競争させる。
それで豊かな未来が見えますか？あなたがどんなに得意の弁舌で未来を語ったとしても、その先にあるのは地獄ですよ。

浦和駅東口前地通り商店街（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　浦和駅東口から徒歩5分くらいの所に、前地通り商店街という通りがあります。住宅街の中にあるこの路地は、軽自動車1台でいっぱい
な細道です。私が生まれ育ったのはこのすぐ近所で、ここにはお肉屋さん、金物屋、郵便局、かき氷屋さん、八百屋、駄菓子屋に風呂桶
屋・・・ちょっと路地に入るとかよっていた銭湯がありました。夕方になると母に言われて籐の買い物かごを持ち、お店を回ってお使いに
行かされるのが日課でした。どの店のおばちゃんも顔見知り。郵便局のドアを開けるとインクの臭いがプンと来て、幼い鼻をひんまげてい
ました。最近は飲食店などができていますが、今でも「昭和」を感じさせてくれるほっこりする道です。

　今思えばあの頃は、その日に必要な物だけを買いにでかけていました。スーパーで買いだめなど思いもよらない。私たちの生活はそれで
十分に足りていたのだな、と思います。それに比べ大量生産と大量消費によって動いている今の世の中は、結局、余った物を捨てることに
よって成り立っているのではないか、と。脱原発を語ると生活を切り下げられるのか、それで日本の経済は成り立つのか、と感情的な反論
が来ますが、余らせない、捨てない生活こそが人間を幸せにする生活なのではないかと。不要な物を生産しないと成り立たない世の中はど
こかが間違っている。必要な時に必要な物がすぐ揃う、それで十分に幸せだと思うのです。どこかでスイッチの切り替えが必要なのです。

法テラスについて（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘
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　法律扶助という制度があります。弁護士など法律の専門家の助力を求めている人々に、その費用を立て替えるサービスなどを行う仕組み
です。我が国でこれを担うのが日本司法支援センター（法テラス）という独立行政法人（国からは独立しているが国が財政負担をする組織）
です。

　私は、この4月から法テラス埼玉地方事務所の民事担当副所長に就きました。資力のあるなしに関わらず、あまねく法律による保護を受
けられる社会は、平和で正義が実現される社会のための必要条件のひとつだろうと思います。市民のために税金を使うなら、こういう所に
も使われるべきであろう、と考えてきました。以前は、法律扶助協会という言わば民間組織がこれを担ってきましたが、平成19年に廃止
され、現在は、この形で事業の拡大が進められています。特に埼玉では、相談件数のみならず、援助件数（弁護士たち法律家が事件として
受任し法テラスが助力をした件数）が年々大幅に増大しており、これまでの仕組みとは少々違う地平を切り開きつつあるように見受けられ
ます（その事は別の所でぜひお話ししたい）。

　副所長と言っても非常勤ですから、さほどの権限があるわけではなく、職員の皆さんと弁護士・弁護士会等との間で調整事をこなすのが
主な仕事のようですが、職員の皆さんが、「あまねく市民に法的サービスを」という法テラスの理念の実現を胸に（そんな肩肘張ってはい
ないか・・・）とても高い士気を持っている事を感じています。職員の皆さんの「立ち位置」は、「弁護士と市民の間」というあたりで、
必ずしもいつでも従来の弁護士たちの発想と同じではないのですが、私としてはその調整を図りつつ、埼玉の法律のプロの皆さんにそのあ
たりの理解を深めていただきつつ、よりいっそう法テラスの理念を市民本位・民間本意で深めていくための一助となるのが仕事かな、と考
えているところです。しばらくはおとなしくしてるつもりですが。

憲法ミュージカルをご記憶でしょうか（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　憲法ミュージカルをご記憶でしょうか。93年から10年間、埼玉で続けました。「憲法を分かりやすく」とか、「憲法礼賛」とは少し
違い、「現実の出来事を憲法の視点で斬る」がコンセプトでした。憲法を護ろうと決めている人たちだけで創る運動ではなく、そうとは決
めていない人々も一緒に、憲法がいかなる生命力を持っているのかを考えたい、事が原点でした。ですから、劇中に「憲法」の言葉が登場
することは稀ですし、我々は、いかにシナリオの世界を高度に実現するか、に傾注していました。準備の過程で行われる学習も、作品の世
界を表現するためという位置づけでした。護憲かどうかは、演じた人々、観た人々が自らの感性に照らして判断してもらいたいと考えたわ
けです。

　この企画が我々の手から離れたあと、なんと山梨・三多摩・大阪へと飛び火しました。昨年は３地域で同じ芝居を同時に演じるという壮
大な実験にも取り組まれるに至りました。どこも超満員の盛況でした。実現した皆さんのご苦労には、我々の頃をはるかに凌駕するものが
あったと思います。３カ所で観ましたが、同じ演出なのに三者三様の違いが、とても面白かったです。県民性の違いでしょうか。同じこと
に取り組みながら表現が異なり、それが作品の厚みを醸し出す。そのような違いに気づかせてくれ、面白さに変えることのできる芸術には
私のような凡人の想像を超える無限の力があるのだ、と今更ながら感じた次第です。
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今後について（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　５０代半ばを迎え、「これからは趣味に生きたい」など毛頭申し上げるつもりはございません。引き続き１つ１つの仕事丁寧に掘り下げ
ていきたいし、激動するこの業界で、「市民の選択に耐えられる法律事務所とは？」や、そのために何を備えなければならないかを先駆け
て考えることも続けていきたいです。ですが、そのために私はもっと仕事以外のことに熱心にならなくてはなりません。頭と体が硬くなっ
ていくのを呆然と見過ごすわけにはいかないからです。

　舞台は、年３０本観にいくことにします。これまではだいたい月２。芝居や舞踊の生々しい空間創造の世界に浸るのは間違いなく頭を刺
激します。表現活動への感受性はいつでも育てたい。しかも舞台は、映画やテレビのように黙っていても同じ刺激が画面から与えられるの
と違い、自分から奪いにいかなくてはなりません。ある種のエネルギーが必要です。

　レッズ戦はもちろんホーム全試合観戦。昨春のように練習試合を観に遠方まで出かけていくのもぜひ。大好きなサッカーで「浦和」を意
識するのは（＝地元「浦和」を通して世界を覗くイメージ）夢のような時間です。しかし、アウェイ観戦で勝ったことがないのが悩みの種。

　あとは料理も。しばらくごぶさたでした。超不器用で基礎もいまいちなのですが、所内のバーベキューで、あまりにも他の所員が買物下
手で段取りが悪いのを見て自信を持ちました。調理が終わる頃にはキッチンが片づいている有様が目標です（笑）。

改正臓器移植法施行・・・　あなたならどうしますか？（弁護士
牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　７月１７日に改正臓器移植法が施行されました。丁度１年前、「脳死も人の死」などと大きく報道されました。それまでは、脳死状態の
人から心臓など臓器を取り出せるのは、死後の移植を承知する意思を生前に書面で表明している人からだけとされていました。これが改正
され、移植の意思を生前に表明していない人の臓器も、家族の承諾があれば、脳死段階で取り出せるようになりました。

　これまで人の「死」は心臓停止などで判断されてきました。脳死はまだ心臓が止まる前に脳全体の機能が失われた状態のことで、心臓な
どの臓器は、この時点でしか移植することができません。
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　今回の改正は、１５歳未満の子の移植も可能にするなど、臓器移植の範囲を拡大することに目的があります。この改正によって、一般に、
脳死が人の死だと法律で定められたと断ずるのはどうか、とは思いますが、「死」の意味について社会の認識が変化をしていくきっかけに
はなっていくことでしょう。

　さて、想像してみてください。あなたの未成年の娘さんが、突然の交通事故で脳死状態になってしまいました。急な出来事に胸かきむし
られんばかりの悲しみに襲われているそのさなか、まだ心臓は鼓動を続け、体温も残っている娘さんの心臓を、移植のために取り出したい、
と求められました。無論、移植によって救われる生命は間違いなく存在する。あなたは移植に承諾しますか？断りますか？移植して本当に
良かった、と言ってくれるはずの娘さんは、もう何も語ってはくれません。残された家族の間で意見が割れるかもしれない。あなたに将来
にわたる苦しみを残すかもしれないのです。いかがでしょう、ご家族で話し合ってみませんか。また、色々な意見を参考にしつつ、自分の
ことは自分で決める、自分が死亡したときはどうするか、その意思を明確に持っていただきたい、と思います。

　私は・・・・まだ考えあぐねています。

原爆症の裁判（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

　この春、さいたま地裁で、国を相手取った原爆症不認定決定取消訴訟が起こされました。

　原爆症とは、広島長崎に落とされた原爆の影響による症状を言います。原爆投下から60年たった今もこの症状を抱えて場合によっては
死の恐怖に苛まれ続けている人たちがいるのです。国に原爆症を認定されると一定の給付を受けることができます。

　原告の夫(被爆された方は昨年死亡され、その奥様が原告)は、広島被爆当時は近郊に疎開しており、3日後に荒れ野原と化した市内に
自身の学校を訪ねました。強い日差の中、少年は爆心地付近を歩き、喉の渇きを癒すために水を大量に飲みました。その後ほどなく、放射
能による体内被曝と思われる急性症状に見舞われ、亡くなるまで様々な症状に苦しみ続けました。にも関わらず彼は、自分が被爆者である
ことを家族にすら隠し続け、昵懇の医師には症状を見せることすらしませんでした。元々はたいへん威勢のよい方だったとのこと、被爆は、
彼の人生を間違いなく変えたのです。長年にわたる病気と死の恐怖、加えて家族に迷惑がかかると思いそれをひた隠しにする辛さ。晩年の
彼は家族で広島の原爆資料館を訪ねました。その時奥様は、建物の片隅で人目につかぬように泣き崩れている夫を発見して驚きました。

　爆弾による戦争被害も確かに残虐です。しかし、核の被害は直爆による被害だけではない、人道に対する犯罪であることを実感させてく
れます。核兵器は、やはり人類に対する挑戦だと感じざるをえません。政治的な思惑とは別に、政府にはこの事実に真正面から向き合って
もらいたいのです。

　県内の若手の弁護士を中心にした弁護団（7名）の一員として加わっています。
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